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特別警報・暴風警報が発令されている場合の措置について 

 

日頃より本校の教育活動にご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

現在、台風 10 号が日本列島に接近しております。台風が上陸した場合、下記の措置となり

ますので、あらかじめご確認ください。但しこの措置は、発令されている警報に「すべての特

別警報」や「暴風警報（暴風雪警報など、暴風が入っている警報）」が含まれる場合のみ有効で

す。「大雨警報」や「洪水警報」のみではこの措置とはなりませんのでご注意ください。なお、

特別警報が解除された場合でも、暴風警報が発令されている場合は継続して自宅待機となりま

す。特別警報・暴風警報の措置については生徒手帳の 20～21 ページにも記載されております

ので、あわせてご確認ください。 

なお、警報発令後、学校への電話によるお問い合わせは、混乱防止のためご遠慮ください。 
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［出欠の扱い］ 
生徒の居住地における暴風警報による欠席・欠課・遅刻は出席扱いとなるので、事後なるべ
く早い機会に担任に申し出ること。 


